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○プラスチック・スマート(海岸沿いに集積された使用済ＥＰＳフロート処理への協力） 

 

広島県廿日市市内の海岸沿いに多量の使用済 EPSフロート（養殖筏用）が集積され、 

問題となっていた。整然と積まれているため現状特に飛散等は発生していないが、このま

ま放置すれば、フロートの劣化が進み、将来的に破片の飛散、流出等が懸念される。 

2018年初め広島県(環境保全課)より本件について相談を受けて以降、JEPSAでも対応を

検討開始。2019年夏、廿日市市にて３者(県･市･JEPSA)にて対応を協議、JEPSAから 

フロート処理用減容機の無償貸与を提案した。集積された使用済 EPSフロートは、地元漁

協から排出されたと推測されるが、漂着物も混在しているため持主が特定されず、これま

で責任の所在があいまいになっていたが、市と地元漁協の協議により、双方で折半して処

理する（集積使用済 EPS フロート約 2,500 本の内、半数を漁協が産業廃棄物として処理

し、残る 1,200 本強を漂着分(一般廃棄物)として市が処理する）と決定された。JEPSA は

廿日市市に減容機を貸与して、市の使用済フロート処理に協力することとした。予算措置

等、市側の準備が整った後、2020年夏より減容機を現地近くに設置して廿日市市でフロー

トの処理を開始した。 

使用済 EPSフロートは、現地で減容処理後、発電施設等エネルギー回収設備を備えた廿

日市市の最新ごみ処理施設である「はつかいちエネルギークリーンセンター」に運び、焼

却。なお、同施設では焼却熱を利用した発電等によるエネルギー回収を行っている。 

廿日市市での使用済 EPSフロート処理は、2021年 2月に完了（2020.7－2021.2）。 

多量に集積されていた使用済 EPSフロートが全て処理されたことで、これらが劣化して飛

散・海へ流出して「海洋プラスチックごみ」となることを防止できた。JEPSA の減容機を

活用してもらうことで、処理後の焼却施設への運搬回数の削減、焼却施設での取扱い容易

化等にも貢献することができた。 

 

 

 

添付－１ ： 処理前の現地写真 

添付－２ ： JEPSAから貸し出した減容機「スチロスブイ」(㈱エルコム製） 

と現地での減容処理 

添付－３ ： 処理完了後の現地写真 

添付－４ ： 廿日市市「はつかいちエネルギークリーンセンター」概要 
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○プラスチック・スマート（集積された使用済ＥＰＳフロートの処理）

1

添付－１処理前の現地写真
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○プラスチック・スマート（集積された使用済ＥＰＳフロートの処理） 添付－２減容機と現地での減容処理

内部で破砕⇒スクリュー圧縮押出

使用済ＥＰＳフロート

破砕、圧縮減容
⇒焼却施設へ運搬

1本ずつ
投入
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○プラスチック・スマート（集積された使用済ＥＰＳフロートの処理） 添付－３処理完了後の現地写真

処理前 2019.7月 処理完了 2021.2月
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○プラスチック・スマート（集積された使用済ＥＰＳフロートの処理） 添付－４参考（施設概要：提供・廿日市市）


